
12
月

１
日　
　
　

災
害
時
に
お
け
る
電
気
設
備
等
の

　
　
　
　
　

応
急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定

（
長
島
町
役
場
）

　
　
　
　
　

浜
漉
港
竣
工
式
（
浜
漉
）

２
日　
　
　

予
算
編
成
説
明
会

（
長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
）

３
日　
　
　

県
知
事
陳
情
（
鹿
児
島
市
）

３
‐
４
日　

県
町
村
会
理
事
会
（
姶
良
町
）

６
日　
　
　

長
島
フ
ェ
ス
タ

（
長
島
町
総
合
町
民
体
育
館
）

７
日　
　
　

石
積
み
研
修
会
（
町
内
）

８
日　
　
　

新
生
活
運
動
推
進
協
議
会

（
長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
）

10
日　
　
　

年
末
年
始
交
通
安
全
運
動
出
発
式

（
長
島
町
役
場
）

11
‐
21
日　

町
議
会
定
例
会
（
長
島
町
役
場
）

　
　
　
　
　

阿
久
根
地
区
交
通
安
全
協
会
理
事
会

（
阿
久
根
市
）

12
日　
　
　

県
国
保
地
域
医
療
学
会（
鹿
児
島
市
）

22
日　
　
　

北
薩
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会

（
出
水
市
）

　
　
　
　
　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
行
動

　
　
　
　
　

計
画
策
定
委
員
会（

長
島
町
役
場
）

　
　
　
　
　

サ
ン
セ
ッ
ト
長
島
運
営
協
議
会

（
サ
ン
セ
ッ
ト
長
島
）

24
日　
　
　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
議
会

（
阿
久
根
市
）

25
日　
　
　

景
観
団
体
認
定
式（
長
島
町
役
場
）

　
　
　
　
　

町
行
政
改
革
推
進
委
員
会

（
長
島
町
役
場
）

28
日　
　
　

仕
事
納
め
式
（
長
島
町
文
化
ホ
ー
ル
）

　

国
や
緊
急
人
材
育
成
・
就
職
支

援
基
金
に
よ
り
、
非
正
規
労
働
者

な
ど
十
分
な
技
能
・
経
験
の
な
い

求
職
者
を
実
習
型
雇
用
に
よ
り
受

け
入
れ
る
事
業
主
に
対
し
て
、
支

援
を
実
施
し
ま
す
。

実
習
型
雇
用
と
は

　

原
則
と
し
て
６
カ
月
間
の
有
期

雇
用
と
し
て
求
職
者
を
受
け
入

れ
、
実
習
や
座
学
な
ど
を
通
じ
て

企
業
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
人
材
に

育
成
し
、
そ
の
後
の
正
規
雇
用
へ

と
つ
な
げ
て
い
く
も
の
で
す
。

　

実
習
型
雇
用
や
そ
の
後
の
正
規

雇
用
に
よ
る
雇
い
入
れ
等
に
対
し

て
は
、助
成
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
主

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事

業
主
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
実
習

　

型
雇
用
と
し
て
受
け
入
れ
る
た

　

め
の
求
人
登
録
を
し
て
い
る
事

　

業
主

○
受
け
入
れ
る
求
職
者
を
実
習
型

　

雇
用
終
了
後
に
正
規
雇
用
と
し

実習型雇用助成金
６万円／月

実習型試行雇用奨励金

４万円／月

実習型雇用助成金

１０万円／月

正規雇用奨励金
１００万円／人

第１期（６カ月経過後）・・５０万円

第２期（１年経過後）・・・・５０万円

1カ月以内に

常用雇用に

移行

正　規　雇　用実　習　型　雇　用

３カ月 ３カ月

　

て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と

　

し
て
い
る
事
業
主
等

※
事
業
主
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う

　

求
職
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も

　

該
当
す
る
人
と
な
り
ま
す
。

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
を

　

し
た
求
職
者
で
、
希
望
す
る
求

　

人
の
分
野
に
お
い
て
十
分
な
技

　

能
・
経
験
の
な
い
求
職
者
で
あ

　

る
と
認
め
ら
れ
る
人

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
再
就

　

職
に
向
け
実
習
型
雇
用
を
経
る

　

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

　

れ
る
人

○
過
去
一
定
期
間
、
当
該
事
業
主

　

に
雇
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
な
い

　

人
○
す
で
に
職
業
紹
介
以
前
か
ら
当

　

該
事
業
主
と
の
間
で
雇
用
予
約

　

が
な
さ
れ
て
い
な
い
人　

な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
出
水

　

☎
（
62
）
０
６
８
５

　

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

　

鹿
児
島
事
務
所

　

☎
０
９
９
（
２
１
９
）
５
０
６
３

⇒　国から支給されます。月額４万円の最長３カ月
⇒　基金から支給されます。最初の３カ月は月額６万円、４カ月目以降から
　　６カ月目まで月額 10 万円
⇒　実習型雇用終了後に常用雇用として雇い入れた場合、最大 100 万円

実習型試行雇用奨励金
実 習 型 雇 用 助 成 金

正 規 雇 用 奨 励 金

●支給額等の概要・・・・
　この事業は、次の奨励金・助成金で構成されています。

●実習型雇用の概要

人
材
を
育
成
し  

雇
い
入
れ
る
事
業
主
を
支
援
し
ま
す
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